
 

千葉市地域公共交通支援事業実施要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、千葉市地域公共交通支援事業支援金（以下「支援金」とい

う。）の交付について、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）「新型コロナウイルス感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律施行規則（平成十年厚生省令第九十九号）第１条第１５

項に規定する５類感染症をいう。 

（２）「路線バス事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３

条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行い、千葉市内を走行

する路線バスを運行する者をいう。 

（３）「タクシー事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３

条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。 

（４）「モノレール事業者」とは、軌道法（大正１０年法律第７６号）第３条に

規定する特許を受け軌道事業を行う者をいう。 

（５）「交通事業者」とは、路線バス事業者及びタクシー事業者、モノレール事

業者をいう。 

 

（交付目的） 

第３条 この支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が続き、昨

今の原油価格・物価高騰など、厳しい事業環境にありながらも、社会生活維持

のために必要な業種として運行の維持・継続に努めている路線バスやタクシ

ー等の公共交通事業者が安全・安心な運行を継続するために必要な費用を支

援し、誰もが安心して利用できる公共交通の利用環境整備を図ることを目的

とする。 

 

（支援金の交付） 

第４条 市長は前条の目的を達成するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下

「支援事業」という。）を行う同表の第２欄に掲げる者（以下「支援対象者」

という。）に対し、同表の第３欄に掲げる期間に実施した事業を対象として、



 

予算の範囲内で支援金を交付する。 

２ 本支援金の額は、本支援事業に要する別表の第４欄に掲げる経費（以下「支

援対象経費」という。）の額に同表の第５欄に定める率（以下「支援率」とい

う。）を乗じて得た額（千円未満は切り捨てとし、同表第６欄に定める額を上

限額とする。）以下とする。 

３ 支援対象者は、次の要件をすべて満たしていなければならないものとする。 

（１）市内に本社または営業所を持つ事業者 

（２）市税について、適正に申告し、完納（延滞金を含む）していること。 

（３）関係する法令等の規定を遵守していること。 

 

（支援金の交付申請） 

第５条 支援金の交付を申請しようとする者は、規則第３条第１項の規定によ

り支援金交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（支援金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支

援金を交付すべきであると認めたときは、規則第６条の規定により支援金交

付決定通知書（第２号様式）により支援金の交付申請者に通知する。 

２ 市長は、支援金の交付が適当でないと認めたときは、規則第４条第３項の規

定によりその旨を記した支援金不交付決定通知書（第３号様式）により支援金

の交付申請者に通知するものとする。 

 

（変更の承認申請） 

第７条 前条第１項の規定により、支援金の交付決定を受けた者（以下「交付決

定者」という。）は、内容を変更しようとするときは、速やかに支援金変更等 

申請書（第４号様式）及び変更に係る添付書類を添えて、市長に提出し、その

承認を受けなければならない。 

２ 交付決定者は、支援事業を中止する場合、速やかに支援金変更等申請書（第

４号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（変更の承認又は差戻し） 

第８条 市長は前条の規定により申請があり、その内容を審査した結果、支援金

の交付を変更することが適当であると認めたときは、変更承認通知書（第５号

様式）及び支援金交付変更決定通知書（第２号様式）により交付決定者に通知

するものとし、適当でないと判断したときは、変更差戻し通知書（第５号様式）

により通知するものとする。 



 

 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、支援事業が完了したときは、速やかに実績報告書（第６

号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（支援金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、

支援金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、規則第１３条の規定に

より支援金交付確定通知書（第７号様式）により交付決定者に通知するものと

する。 

 

（支援金支払いの請求） 

第１１条 交付決定者は、前条の規定により支援金交付確定通知書を受領したと

きは、速やかに交付請求書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（概算払） 

第１２条 交付決定者は、概算払による支援金の支払いを希望する場合、１回に

限り交付決定額の２分の１（千円未満は切り捨て）を限度に概算払請求できる

ものとし、概算払請求書（第９号様式）を提出するものとする。 

２ 市長は、概算払の必要性を認め、支援金の支払いを行うときは、概算払額支

払通知書（第１０号様式）によりあらかじめ通知するものとする。 

３ 交付決定者は、概算払を受けようとするときは、支援金にかかる専用口座を

設けるものとし、支援事業期間中は当該口座を概算払の受け入れ、支援対象経

費の支払い及び支援事業実施のための自己資金の預け入れ以外の用途に用い

てはならないものとする。 

４ 市長は、第１項の規定による概算払を受けた交付決定者について、第１０条

の支援金額確定の審査において、支援対象経費が適正に支出されていると認

められ、概算払額と実績額との間に過不足がある場合は、支援金の過払額の返

還の請求又は不足額の支払いを行うものとする。 

 

（決定の取消通知） 

第１３条 規則第１７条第３項において準用する第６条の規定による通知は、

支援金交付決定取消通知書（第１１号様式）によるものとする。 

 

（返還命令） 

第１４条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、支援金返



 

還命令書（様式第１２号）によるものとする。 

 

（支援事業の遂行命令等） 

第１５条 市長は、支援金交付及び支援事業の適正を期するため必要があると

きは、交付決定者に報告を求め、又は交付決定者の事業場に立ち入り、帳簿書

類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定による立入検査等の結果に基づき、支援事業が法令、本

要綱、交付の決定またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認め

られるときは、交付決定者に対し、これらに従って支援事業を遂行すべきこと

を命令することができる。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年８月３日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年９月１８日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

 



別表（第４条関係）

1 2 3 4 5 6

支援事業 支援対象者 支援対象期間 支援対象経費 支援率 限度額

路線バス

事業者

登録車両（※２）

１台につき５万円

タクシー

事業者

登録車両（※３）

１台につき２万円

モノレー

ル事業者

1車両につき

１５万円

路線バス

事業者

社員（内定者含む）の大型

二種免許取得のために運転

手養成支援制度により貸付

等をした教習費用（消費税

及び地方消費税、その他租

税公課相当額除く）

1/2
大型二種免許取得者

１人につき３０万円

タクシー

事業者

社員（内定者含む）の普通

二種免許取得のために運転

手養成支援制度により貸付

等をした教習費用（消費税

及び地方消費税、その他租

税公課相当額除く）

1/2
普通二種免許取得者

１人につき５万円

※３　 支援対象者が実施する、運転手養成のために免許取得希望者に教習費用の貸付等を行う制度のことを

指す。

感染拡大防止

対策支援事業

令和５年４月１日

から

令和６年２月２８日

新型コロナウイルス感染拡

大防止対策（設備投資、物

資の購入等）に係る費用

（消費税及び地方消費税、

その他租税公課相当額除

く）（※１）

1/2

※１　国・地方公共団体からの補助金（地域公共交通臨時支援事業等）を事業経費の一部に充当する場合、

同一項目に対する支援については、補助額を除いた額を補助対象とする。

※２　 登録車両とは、道路運送法第５条第１項第３号に基づく事業計画に定める事業用自動車の数（事業計

画に変更があった場合は変更後の届出数）のうち、市内の運行に供している車両数のことを指す。

運転手養成

支援事業

（※３）

令和５年８月１日

から

令和６年２月２８日


